
   

○たつの市国民宿舎事業条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１９６号 

改正 平成２６年３月２７日条例第１１号 

平成２６年６月２７日条例第１７号 

平成２７年３月２７日条例第２４号 

令和元年１２月２７日条例第３５号 

令和６年３月２５日条例第３号 

（設置） 

第１条 国民の保健休養の利便を図るため、国民宿舎事業を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 国民宿舎事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

国民宿舎赤とんぼ荘 たつの市龍野町日山４６３番地２ 

国民宿舎志んぐ荘 たつの市新宮町新宮１０９３番地 

（経営の基本及び施設） 

第３条 国民宿舎事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進

するように運営されなければならない。 

２ 営業科目は、次のとおりとする。 

(１) 宿泊、休憩及び入浴 

(２) 総合結婚式場 

(３) 食堂及び売店 

(４) その他営業に関連する事項 

３ 経営規模は、次のとおりとする。 

名称 宿泊人員 休憩人員 

国民宿舎赤とんぼ荘 １８３人 ５００人 

国民宿舎志んぐ荘 ３３３人 １，０００人 

（資本剰余金の処分等） 

第４条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した

科目に積み立てるものとする。 

２ 前項の資本剰余金は、欠損金を埋め、又は資本金に組み入れるために処分するこ

とができる。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第３３

条第２項の規定により予算で定めなければならない国民宿舎事業の用に供する資産
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の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡に

あっては、その適正な見積価額）が２，０００万円以上の不動産又は動産の買入れ

若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件５，０００平方

メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは譲渡とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２の８第８項の規定により国民宿舎事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が５０万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 国民宿舎事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定に基づき、条例で定め

るものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が５

０万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が５

０万円以上のものとする。 

（指定管理者による管理） 

第８条 国民宿舎の管理及び運営に関する業務は、地方自治法第２４４条の２第３項

の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第９条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 国民宿舎の維持管理に関する業務 

(２) 国民宿舎の利用の許可に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（利用料金） 

第１０条 市長は、第８条の規定により国民宿舎の管理及び運営を指定管理者に行わ

せる場合においては、国民宿舎の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 前項の利用料金の額は、たつの市国民宿舎使用料徴収条例（平成１７年条例第１

９７号）第２条に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、

使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（委任） 



   

第１１条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２７日条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２７日条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第２４号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２７日条例第３５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２５日条例第３号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


